
平成３０年４月１日受付分より、治療用装具の療養費を申請する場合は、「装具の写真」の

添付が必須となります。

領収書と実際に作成された装具が同一かを確認することを目的とするもので、適正な保険給

付のためご理解とご協力をお願いいたします。

　①　療養費支給申請書

　②　医師の証明書

　③　領収書（作成装具の明細内容を含むもの）

　④　装具の写真（専用の貼付台紙に装具の写真を貼り、提出）

　□　医師の指示にもとづいて作成されたものであること

　□　治療のために必要不可欠なものであること

　□　患者の体に合わせて作られたオーダーメイド品であること

　●　作成された装具すべてに対し、下記の方向および

　　　箇所について撮影してください。

　　　①正面

　　　②側面（左右）

　　　③裏面（正面の反対側）

　　　④取扱説明書、タグ、ロゴ、

　　　　商標、その他付属品等

　※装具の形状が確認できない場合、

　　再提出をお願いすることがあり

　　ます。

　※小児弱視等の治療用眼鏡の申請

　　については、写真添付の必要は

　　ありません。

　●　撮影した装具の写真を専用の貼付台紙に貼って提出してください。

　※専用の貼付台紙は健保組合のホームページよりダウンロードできます。Excelフゔイル

　　となっていますので、撮影した画像を貼付し印刷することができます。

写真の提出方法について

お問い合わせ

北海道コンピュータ関連産業健康保険組合

℡：011-633-8353　給付担当まで

治療用装具の申請に必要なもの

療養費の対象となる治療用装具とは

装具の写真の撮影方法について

撮影イメージ

「治療用装具」の申請に写真の添付が必要になります 
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